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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
　
当社は、会社法の規定に基づいて、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定

め、この基本方針を誠実に履行することにより、当社の業務の適法性および効率性を確保すると
ともに、リスクの管理に努める。また、社会経済情勢その他当社を取り巻く環境の変化に応じて
適宜基本方針の見直しを行い、その改善充実を図る。
　
（１）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①当社は、「共創未来グループ倫理綱領」（以下「倫理綱領」という。）において、法令はも
とより社会規範にかない、遵守しなければならない倫理規範と実践すべき行動基準を定め
ている。共創未来グループの全社員（取締役、執行役員および従業員）は、この倫理綱領
に従って行動する。
②取締役会は、法令、定款、取締役会規則等の規定に従い、当社の業務執行を決定するとと
もに、グループ会社の業務執行を監視・監督する。
③取締役会が行う取締役の職務の執行の監督を確保するために、取締役は、当社およびグル
ープ会社の業務執行状況を正しく取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行
を相互に監視・監督する。
④取締役は、法令、定款、取締役会規則・稟議規程等の規定に従って職務を執行することに
より、適正な意思決定および業務執行を確保する。
⑤取締役は、金融商品取引法の規定に従って、グループ会社の財務報告に係る内部統制が有
効かつ適切に行われる体制の整備、運用および評価を継続的に行い、当社グループの財務
報告の信頼性と適正性を確保する。
⑥当社グループの取締役の法令、定款、各種規程を遵守した職務の執行を確保するために、
通報を受け付ける通報窓口を社内（東邦ホットライン）・社外に設けるとともに、通報者
に対する不利益取扱いの防止を保証する。

　
（２）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①当社は、使用人が常にコンプライアンスを意識して職務を執行することを確保するため
に、グループ経営委員会の管理・監督の下に、倫理綱領の実践的運用と徹底を図る。特
に、薬事関連の法規、独占禁止法等の公正競争の確保に関する法規、企業情報・個人情報
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の厳重管理等については、その遵守体制の維持・強化を図るとともに、その教育・啓発に
注力する。
②当社は、職制を通じて適正な業務執行の徹底および管理を行う。問題が発生した場合は、
就業規則に従って適正かつ厳正に処分するとともに、直ちに再発防止策を講じる。
③当社は、当社グループの使用人の法令、定款および各種規程を遵守した職務の執行を確保
するために、通報を受け付ける通報窓口を社内（東邦ホットライン）・社外に設けるとと
もに、通報者に対する不利益取扱いの防止を保証する。これらを通じて、実効性ある内部
通報制度の円滑な運営を図る。
④当社は、定期的な内部監査を実施することにより、当社グループの使用人の職務の執行の
法令、定款および各種規程に対する適合性を確認するとともに、適正な職務の執行の維
持・強化を図る。

　
（３）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①当社は、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録も含む）およびその他重要な情報
を、法令および「文書取扱規程」に基づいて、適正に保存・管理する。
②当社は、取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査等委員の
監査を受けることにより、その適正性を確保する。

　
（４）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、「リスク管理基本規程」に基づいて、当社グループのリスク管理体制の整備を進
めるとともに、当社グループに生じた、または生じる可能性のあるリスクの早期発見・把
握に努め、リスクへの適切な対応を図る。
②当社は、グループ・コンプライアンス・リスク管理委員会およびグループ災害対策委員会
等を通じてグループ経営委員会にリスク情報を報告し、適切な対応を図り、リスク管理体
制の維持・整備に努める。
③当社は、当社グループに不測の事態が発生した場合には、社長（もしくは社長が指名する
者）が指揮する対策本部を当社もしくは事業運営会社に設置し、迅速な対応をとり、損害
を最小限に抑える体制を整えるとともに、医療用医薬品供給体制の維持・確立を図る。
④当社は、コンピューター処理システムの正常な稼働を維持するために、複数のデータセン
ターを置いてバックアップ体制を取り、事故に備えた体制を適切に構築する。

　
（５）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締
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役会を毎月１回定時に開催または必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項につ
いて審議して議決するほか、取締役の業務執行状況の監督等を行う。
②当社は、取締役会への付議・報告事項については、事前にグループ経営委員会において充
分な検討を行うことにより、効率的かつ実質的な取締役会の運営を維持する。
③当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われるために、「組織規程」・「業務分掌規程」・
「職務権限規程」を定め、それぞれの責任者およびその責任と執行手続を定める。
④当社は、中期経営計画および年次経営計画に基づいた当社グループの事業活動の進捗状況
を、定期的に取締役会において確認する。

　
（６）企業集団における業務の適正を確保するための体制

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の業務執行について決裁基準を整備し、これにより重要な業務執行につい
てはグループ経営委員会において協議・報告するとともに、必要に応じて取締役会に付
議・報告を行う。また、「関係会社管理規程」に従って報告させることにより子会社管理
を行う。
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理基本規程」に定める「経営上のリスク」に適切に対応するため、グ
ループ・コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメ
ントの推進を図る。
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に定める基本方針に基づき、報告体制を整備し、子会社を
管理するとともに、重要なものについてはグループ経営委員会において協議する。
④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制
イ．当社は子会社に、業務の適正を確保するため倫理綱領に定める、倫理規範に基づく行
動基準の実践を徹底させる。

ロ．当社は、当社の定期的な内部監査を実施することにより、子会社の業務監査を実施
し、職務の執行の適正性を確保する。

　
（７）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

①当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて設けるものと
する。
②当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く場合は、その任命・異動等人事に
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関する事項は、監査等委員会または常勤監査等委員との協議を経たうえで決定する。

（８）監査等委員会への報告に関する事項
①監査等委員は、取締役会等の重要な意思決定会議に出席し、または必要に応じて議事録等
を閲覧し、取締役および当社グループの使用人から重要事項の報告を受ける。
②取締役およびこれに準じる使用人は、法令・定款違反等会社に著しい損害を及ぼす重要な
事実が発生した場合は、速やかに監査等委員会または常勤監査等委員に報告する。
③稟議は、決裁後速やかに監査等委員に供覧する。
　

（９）監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない
ことを確保するための体制
　当社は、監査等委員会または常勤監査等委員へ報告を行った当社グループの役職員が、当
該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けることを禁止し、その旨を当社グ
ループの役職員に周知徹底する。

　
（10）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
①当社は、監査等委員会専用の弁護士、公認会計士、コンサルタント等の監査等委員会監査
に必要な費用を負担するものとする。
②当社は、上記のほか監査等委員が職務の執行上必要とする費用についても、負担するもの
とする。

　
（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員
会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互に意思疎通
を図る。
②監査等委員会は、会計監査人から会計監査の計画、方法および結果について定期的に報告
を受け、情報交換を行い、効率的な監査を実施する。
③内部監査部門は、内部監査結果、内部監査情報その他必要な情報を監査等委員会に提供
し、監査等委員会との緊密な連携を図る。また、監査等委員会は、必要に応じ、内部監査
部門に対し監査事項等について調査を求めることができる。
④当社は、監査等委員が会社の顧問弁護士とは別に監査等委員会専用の弁護士と顧問契約を
締結し、活用することを保証する。
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前述の基本方針に基づく、当事業年度の内部統制システムの運用状況の概要は以下のと
おりであります。
（１）職務の執行の適正性・効率性を確保するための取り組みについて

　当社は、取締役会を原則月１回、グループ経営委員会を原則月２回開催し、適正
性・効率性の観点から、事業計画その他、経営上の重要事項についての十分な審議を
行っております。当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）16名のうち３名が
社外取締役、また監査等委員である取締役３名のうち２名が社外取締役であり、前述
の会議を含む、重要会議に出席し、随時必要な意見表明等を行っております。その他
重要事項については、監査等委員会または常勤監査等委員への報告を義務付ける規程
を整備し、稟議書の回付その他、監査に必要な情報が監査等委員に伝達される仕組み
を構築・運用しております。

（２）コンプライアンス推進・リスク管理体制について
　当社は、「リスク管理基本規程」を制定し、当社および当社グループ会社のコンプラ
イアンス推進およびリスク管理に関する重要な課題について、グループ・コンプライ
アンス・リスク管理委員会において審議し、方針を決議しております。
　コンプライアンス推進については、当社において「倫理綱領」を用いた教育研修お
よび啓発活動を実施し、意識および知識の向上に取り組むとともに、当社グループ会
社への啓発活動に努めております。
なお、当社は、連結子会社である東邦薬品株式会社および当社社員１名が、独立行
政法人地域医療機能推進機構（JCHO)を発注者とする医療用医薬品の入札に関して、
独占禁止法違反容疑で2020年12月に起訴されたことを真摯に受け止め、社長自らが
グループ・コンプライアンス・リスク管理委員会委員長の任に就き、法令遵守・コン
プライアンスの強化に率先して取り組んでおります。
取り組み強化の具体例は、次に掲げるとおりです。
・トップマネジメントがグループ全従業員に対し、毎月開催のグループテレビ朝礼
等の機会に独占禁止法の遵守を周知徹底しております。
・新入社員ＭＳ職に対して行っている独占禁止法および医療用医薬品卸売業公正競
争規約に関する研修について、内容を充実させるとともに、対象を管理職、営業
職全体、および本社幹部に拡大し定期的に実施しております。
・東邦薬品株式会社営業統轄本部下の５つの支社において、当社法務部責任者によ
る支社長、営業部長など営業管理職を広く対象とした独占禁止法遵守に焦点を絞
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った研修を実施いたしました。
・東邦薬品株式会社の５つの卸売事業子会社の経営幹部等に対して、当社法務部に
所属する弁護士が独占禁止法研修を実施し、今後も継続していくこととしており
ます。

　リスク管理については、事業活動に影響を及ぼすリスクの発生状況について定期的
に当社内および当社グループ会社に対しヒアリングを行うとともに、結果をグルー
プ・コンプライアンス・リスク管理委員会およびグループ経営委員会に報告し、適切
な対応を図っております。
　また、当社では、法令違反・不正行為等の早期発見および未然防止ならびに自浄作
用の向上を目的として、内部通報制度を整備しており、社内外に通報窓口を設置して
おります。

（３）グループ管理体制について
　当社グループ会社の管理につきましては、上記運営とともに「関係会社管理規程」
に則り、報告体制を整備し、子会社を管理するとともに、重要なものについてはグル
ープ経営委員会において協議を行う体制を整えております。また、当社の内部監査部
門であるグループ監査室は、監査計画に基づき、グループ各社に対する内部監査を行
っております。

（４）監査の実効性確保のための取り組みについて
　社外取締役を含む監査等委員は取締役会およびグループ経営委員会等の重要な会議
に出席し、業務執行と管理に関わる情報、内部統制の実効性に関わる情報を入手して
おります。また代表取締役および各部門の責任者等と定期的に会合を持ち意見交換を
行うとともに、会計監査人およびグループ監査室から定期、随時に報告を受け、情報
交換を行う等、緊密に連携しており、監査の実効性を確保しております。
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連結株主資本等変動計算書
　

〔自 2020年
至 2021年

４月
３月

１
31
日
日〕

（単位：百万円）
　

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2020年４月１日残高 10,649 49,271 165,745 △ 15,785 209,881
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △2,468 △2,468
親会社株主に帰属する当期純利益 4,989 4,989
自己株式の取得 △2 △2
自己株式の処分 △0 3 3
連結範囲の変動 108 731 840
土地再評価差額金取崩 △126 △126
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 107 3,126 1 3,236
2021年３月31日残高 10,649 49,378 168,872 △15,784 213,117
　

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金 土地再評価差額金 その他の包括利益
累計額合計

2020年４月１日残高 25,469 △ 4,507 20,961 166 231,009
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △2,468
親会社株主に帰属する当期純利益 4,989
自己株式の取得 △2
自己株式の処分 3
連結範囲の変動 840
土地再評価差額金取崩 △126
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） 3,037 126 3,163 △3 3,160

連結会計年度中の変動額合計 3,037 126 3,163 △3 6,396
2021年３月31日残高 28,506 △4,380 24,125 162 237,405

　

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
　
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 19社
・主要な連結子会社の名称 東邦薬品株式会社

九州東邦株式会社
株式会社セイエル
株式会社幸燿
株式会社スクウェア・ワン
株式会社東邦システムサービス
ファーマクラスター株式会社
株式会社ファーマダイワ
株式会社Ｊ．みらいメディカル
株式会社清水薬局
株式会社ファーマみらい
セイコーメディカルブレーン株式会社
ベガファーマ株式会社
有限会社キュア
株式会社青葉堂
株式会社厚生
共創未来ファーマ株式会社
株式会社東京臨床薬理研究所
株式会社アルフ

　前連結会計年度において非連結子会社であった共創未来ファーマ株式会社は、重要性が増したことに
より当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

② 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 株式会社ネグジット総研
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、連

結当期純損益及び利益剰余金等に重要な影響を与えず、かつ全体と
しても重要性がないため、連結の範囲から除外しております。
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（２）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の数 １社
・主要な会社の名称 酒井薬品株式会社

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 株式会社ネグジット総研
・主要な関連会社の名称 株式会社わかば
・持分法を適用しない理由 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社については、それぞ

れ連結当期純損益及び利益剰余金等に重要な影響を与えず、かつ全
体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しておりま
す。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度末日と連結決算日は、一致しております。

（４）会計方針に関する事項
① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）
その他有価証券
・時価のあるもの ………………連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してお
ります。）

・時価のないもの ………………移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商
品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)について
は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま
す。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法…連結子会社４社
（東邦薬品株式会社、九州東邦株式会社、株式会社セイエル、株式
会社幸燿）は移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）
共創未来ファーマ株式会社は先入先出法
その他の連結子会社は最終仕入原価法による原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）

― 9 ―

　



③ 固定資産の減価償却の方法
ア．有 形 固 定 資 産
（リース資産
以外のもの）

　
　
………………

　
　
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ８年～50年
車両及び運搬具 ４年～６年
その他 ５年～15年

イ．無 形 固 定 資 産
（リース資産
以外のもの）

　
　
………………

　
　
定額法
なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法

ウ．リ ー ス 資 産………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法

④ 重要な引当金の計上基準
ア．貸 倒 引 当 金………………売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

イ．賞 与 引 当 金………………使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与
に充てるため、支給見積額のうち当連結会計年度負担額を計上して
おります。

ウ．役員賞与引当金………………役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見積額のうち当連結
会計年度負担額を計上しております。

エ．返品調整引当金………………返品による損失に備えるため、将来の返品に伴う損失見込額を計上
しております。

オ. 独占禁止法関連損失引当金………………独占禁止法に関連した損失の発生に備えるため、当連結会計年度末
における見積額を計上しております。
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⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
ア．退職給付に係る会計処理の方法
連結子会社７社（株式会社ファーマダイワ、株式会社Ｊ．みらいメディカル、株式会社ファーマみ
らい、ベガファーマ株式会社、共創未来ファーマ株式会社、株式会社東京臨床薬理研究所、株式会社
アルフ）は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
また、当社及び連結子会社２社（東邦薬品株式会社、株式会社東邦システムサービス）は、確定拠
出年金制度に全面的移行したことに伴い、移行時在籍従業員のうち、定年の退職者に対しては、過去
勤務部分の一部を退職時に退職一時金として支払う経過措置を設けております。それにより、2021
年３月末現在の退職給付債務を従業員の退職給付に備えるために計上しております。数理計算上の差
異は、僅少のため発生年度に費用処理することとしております。
イ．のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間または10年間の均等償却を行っております。

ウ．消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度
から適用し、連結注記表に「３．会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

３．会計上の見積りに関する注記
（１）時価のない非連結子会社及び関連会社株式の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
投資有価証券等 3,346百万円

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは、時価のない非連結子会社及び関連会社株式は移動平均法による原価法を採用し、そ
の評価は１株当たり純資産額と取得価額とを比較して１株当たり純資産額が50％を下回っている場合に
減損処理の要否を検討しております。減損処理の要否を検討するに当たっては、投資先から事業計画等
を入手し、これまでの実績等を勘案して、当社グループの投資価値回復計画を作成し、その実質価額が
合理的な期間内に回復可能であるか判断しております。実質価額が取得原価に比して50%超下回るもの
の、実行可能で合理的な投資価値回復計画があり回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合に
は減損処理を行わない方針としております。
投資価値回復計画における主要な仮定は、売上成長率及び売上総利益率であります。投資価値回復計
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画の策定において、売上成長率及び売上総利益率は、過去の実績や具体的な裏付けのある施策の効果を
反映させ、具体的な裏付けのない目標値はストレスをかけて合理的かつ実行可能な水準に補正しており
ます。
主要な仮定である売上成長率及び売上総利益率は、見積りの不確実性が高く、売上成長率及び売上総
利益率が変動することに伴い、投資価値回復計画を達成できない場合には、時価のない非連結子会社及
び関連会社株式の減損損失を計上する可能性があります。

（２）独占禁止法関連損失引当金
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
独占禁止法関連損失引当金繰入額 4,213百万円、独占禁止法関連損失引当金 4,213百万円

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
独占禁止法関連損失引当金は、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）を発注者とする医療用
医薬品の入札に関する取引についての独占禁止法違反の疑いに関する支払に備えるため、将来発生しう
る損失の見積額を計上しております。
　これらの支払は、主に、公正取引委員会による調査の結果として支払いが命じられる課徴金及び
JCHOとの契約上、公正取引委員会による調査結果及び裁判の結果に基づき、支払いが請求される違約
金で構成されております。
　課徴金は2020年6月以前の3年間の取引を対象として、公正取引委員会による調査状況及び顧問弁護
士からの意見聴取等を踏まえて、将来に発生が見込まれる金額を見積もっております。また違約金は
2020年6月以前の4年間の取引を対象として、JCHOとの契約条件、現在起訴されている訴訟の進展状
況、公正取引委員会による調査状況及び顧問弁護士からの意見聴取等を踏まえて、将来に発生が見込ま
れる金額を見積もっております。
　ただし、これらの見積には、当局及び相手先の意向による不確実性が含まれているため、予測不能な
前提条件の変化等により、結果として独占禁止法関連損失引当金の追加計上又は戻入が必要となる可能
性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 62,725百万円
（２）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産
定期預金 165百万円
建物 1,504百万円
土地 4,002百万円
投資有価証券 2,695百万円
　 計 8,367百万円

② 担保に係る債務
支払手形及び買掛金 18,762百万円
長期借入金（１年内返済を含む） 1,792百万円
　 計 20,555百万円

（３）保証債務
銀行保証債務 277百万円

（４）土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、当社の事業用土地の再評価
を行い、再評価差額から「再評価に係る繰延税金負債」を控除した金額を「土地再評価差額金」として
純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める土
地課税台帳に基づき算出しております。
再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

612百万円

５．連結損益計算書に関する注記
　 独占禁止法関連損失引当金繰入額

　当社連結子会社である東邦薬品株式会社が、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO)を発注者とする
医療用医薬品の入札に関し、2020年12月9日に独占禁止法違反容疑で公正取引委員会から刑事告発され、
東京地方検察庁により起訴されました。これにともない、今後、罰金、課徴金および違約金の支払いが生じ
る可能性があり、今後発生しうる損失額を見積もり、当連結会計年度において、独占禁止法関連損失引当金
繰入額4,213百万円を特別損失に計上しております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

発行済株式

普通株式 78,270千株 ― ― 78,270千株

合 計 78,270千株 ― ― 78,270千株

自己株式

普通株式（注） 7,759千株 2千株 1千株 7,759千株

合 計 7,759千株 2千株 1千株 7,759千株
（注）１．普通株式の自己株式の増加２千株は、譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得による増加１千株

及び単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。
２．普通株式の自己株式の減少１千株は、ストックオプション行使による減少であります。
　

（２） 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）当連結会計

年度期首 増加 減少 当連結会計
年度末

提出会社

2023年満期ユ
ーロ円貨建転換
社債型新株予約
権付社債
（注1、2）

普通株式 5,973 ― ― 5,973 ―

ストック・オプ
ションとしての
新株予約権
（注3）

普通株式 80 ― 1 78 162

合計 6,054 ― 1 6,052 162

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式
数を記載しております。

２．転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
３. ストック・オプションとしての新株予約権の目的となる株式の数の減少１千株は、権利行使によるも
のです。
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（３）剰余金の配当に関する事項
　 ① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020年５月14日
取締役会 普通株式 1,410百万円 20円 2020年３月31日 2020年６月10日

2020年11月６日
取締役会 普通株式 1,057百万円 15円 2020年９月30日 2020年12月４日

(注)2020年５月14日取締役会決議による１株当たり配当額には持株会社制移行10周年記念配当５円が含まれて
おります。

　
　 ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2021年５月14日
取締役会 普通株式 1,057百万円 15円 2021年３月31日 2021年６月９日

(注)配当の原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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７．金融商品に関する注記
　１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については定期預金等の安全性の高い商品に限定し、また、資金調達につい
ては銀行等金融機関からの借入及び社債発行により調達しています。デリバティブは、借入金の金利変動
リスクを回避する目的で利用し、投機的な取引は行わない方針です。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、
当社グループの債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の
信用状況を必要の都度、把握する体制としています。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒
されていますが、財務部門において定期的に時価を把握し、リスクを管理しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達や、投資資金を長期借入金で調達するまでの
短期間のつなぎ資金であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金は、主
に固定金利による資金調達により金利変動のリスクを抑制しています。
デリバティブ取引の実行及び管理は、財務部門において行っておりますが、実行にあたっては、事前に
ヘッジ対象の借入金と共に社内規程に基づき決裁を受けて行っております。また、デリバティブの利用に
あたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。なお、当連
結会計年度においてデリバティブ取引は行っていません。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金
繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。
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　２．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。

（単位：百万円）
　

連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

（１）現金及び預金 93,086 93,086 ―

（２）受取手形及び売掛金 285,579 285,579 ―

（３）仕入割戻未収入金 12,795 12,795 ―

（４）投資有価証券

その他有価証券 62,313 62,313 ―

（５）支払手形及び買掛金 356,968 356,968 ―

（６）社債 20,043 19,800 △243

（７）長期借入金 21,674 21,680 5
　
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、及び（３）仕入割戻未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

（４）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から
提示された価格によっています。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
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　 ① その他有価証券
　

（単位：百万円）
　

区 分 種 類 取得原価 連結貸借対照表
計上額 差 額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株 式 20,630 61,611 40,980

国債・地方債等 ― ― ―

社 債 ― ― ―

その他 12 25 12

小 計 20,643 61,636 40,993

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株 式 937 677 △260

国債・地方債等 ― ― ―

社 債 ― ― ―

その他 ― ― ―

小 計 937 677 △260

合 計 21,580 62,313 40,733
　

（注）． 減損処理にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に比べ50％程度以上下落した場合に減損処
理を行っております。また、30～50％程度下落した場合は、過去１年間の月末の平均時価を算出し、
取得原価に比べて30％以上の下落であった時に減損処理を行っております。

　 ② 連結会計年度中に売却したその他有価証券（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
　
　

（単位：百万円）
　

区 分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株 式 7,002 4,462 ―

債 券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合 計 7,002 4,462 ―
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（５）支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

（６）社債
社債の時価については、市場価格を基に算定する方法によっております。

（７）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区 分 金 額

非上場株式等 20,236
　

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把
握することが極めて困難と認められるため、「（４）投資有価証券 」には含めておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

区 分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金 92,579 ― ― ―

受取手形及び売掛金 285,579 ― ― ―

仕入割戻未収入金 12,795 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 ― 10 ― ―

その他有価証券 70 1 ― ―
　
（注４）社債・長期借入金・リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

区 分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

社債 ― 20,000 ― ―

長期借入金 2,666 17,460 1,092 454
　
８．賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略いたします。

９．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 3,364円65銭
（２）１株当たり当期純利益 70円77銭
　
10．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
　

〔自 2020年
至 2021年

４月
３月

１
31
日
日〕

（単位：百万円）
　

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

土地圧縮
積 立 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

2020年４月１日残高 10,649 46,177 3,938 50,115 664 1,523 6,336 70,453 78,977
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △2,468 △2,468
当期純利益 10,245 10,245
土地再評価差額金取崩 △126 △126
土地圧縮積立金の取崩 △9 9
自己株式の取得
自己株式の処分 △0 △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 △0 △0 △9 7,659 7,650
2021年３月31日残高 10,649 46,177 3,937 50,114 664 1,513 6,336 78,113 86,627
　

株 主 資 本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

2020年４月１日残高 △ 15,825 123,916 30,751 △ 4,484 26,266 166 150,349
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △2,468 △2,468
当期純利益 10,245 10,245
土地再評価差額金取崩 △126 △126
土地圧縮積立金の取崩
自己株式の取得 △2 △2 △2
自己株式の処分 3 3 3
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 2,492 126 2,619 △3 2,616

事業年度中の変動額合計 1 7,651 2,492 126 2,619 △3 10,268
2021年３月31日残高 △15,823 131,568 33,244 △4,357 28,886 162 160,617

　

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
……………移動平均法による原価法

そ の 他 有 価 証 券
・時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
・時価のないもの……………移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品
取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組
合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有 形 固 定 資 産
（リース資産
以外のもの）

……………定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ８年～50年
器具及び備品 ５年～15年

② 無 形 固 定 資 産……………定額法
なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（５年）
に基づく定額法

③ リ ー ス 資 産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法

④ 長 期 前 払 費 用……………均等償却

（３）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金……………売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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② 賞 与 引 当 金……………使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充
てるため、支給見積額のうち当事業年度負担額を計上しております。

③ 役員賞与引当金……………役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見積額のうち当事業年度
負担額を計上しております。

④ 退職給付引当金……………2005年４月の確定拠出年金制度に全面的移行したことに伴い、移行時
在籍従業員のうち、定年の退職者に対しては、過去勤務部分の一部を
退職時に退職一時金として支払う経過措置を設けております。それに
より、2021年３月末現在の退職給付債務を従業員の退職給付に備える
ために計上しております。数理計算上の差異は、僅少のため発生年度
に費用処理することとしております。

（４）消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度から
適用し、個別注記表に「３．会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

３．会計上の見積りに関する注記
時価のない非連結子会社及び関連会社株式の評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額
　投資有価証券等 3,351百万円
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記（１）時価のない非連結子会社及び関連会社株式の評
価」に記載した内容と同一であります。
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４．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 19,390百万円
（２）担保に供している資産及び担保に係る債務
　 担保に供している資産

建 物 158百万円
土 地 440百万円
　 計 599百万円

　 担保に係る債務
長期借入金（１年内返済を含む） 770百万円
　 計 770百万円

　
なお、下記資産は東邦薬品株式会社等の子会社の支払手形及び買掛金に係る担保に供しております。
定 期 預 金 165百万円
建 物 452百万円
土 地 1,925百万円
投 資 有 価 証 券 2,695百万円
　 計 5,238百万円

　

（３）保証債務
銀行保証債務 6,941百万円
買掛債務の保証債務 654百万円

（４）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 23,505百万円
長期金銭債権 5,304百万円
短期金銭債務 44,853百万円
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（５）土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行
い、再評価差額から「再評価に係る繰延税金負債」を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資
産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める土
地課税台帳に基づき算出しております。
再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

661百万円

５．損益計算書に関する注記
　 関係会社との取引高

営業取引による取引高
　営業収益 11,079百万円
営業取引以外の取引による取引高 565百万円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
　 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普通株式（注） 7,747千株 2千株 1千株 7,748千株
（注）１．普通株式の自己株式の増加２千株は、譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得による増加１千株

及び単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。
２．普通株式の自己株式の減少１千株は、ストックオプション行使による減少であります。
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産
　 未払事業税 93百万円
　 賞与引当金 22百万円
　 貸倒引当金 790百万円
　 投資有価証券 870百万円
　 関係会社株式 1,470百万円
　 その他の固定負債 30百万円
　 減損損失 109百万円
　 資産除去債務 587百万円
　 ストックオプション 34百万円
譲渡制限付株式報酬 13百万円
その他 84百万円

　繰延税金資産小計 4,107百万円
　評価性引当額 △4,107百万円
　繰延税金資産合計 －
　繰延税金負債
　 土地圧縮積立金 △667百万円
　 その他有価証券評価差額金 △14,807百万円
　 子会社合併に伴う有価証券評価差額金 △429百万円
　 資産除去債務 △542百万円
　 退職給付信託から返還された投資有価証券 △147百万円
　 その他 △6百万円
　繰延税金負債合計 △16,601百万円
　繰延税金負債の純額 △16,601百万円
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８．関連当事者との取引に関する注記
　子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額
（百万円） 科 目 期末残高

（百万円）

子会社 東 邦 薬 品 株 式 会 社 所有
直接 100.0

経営管理契約締結
資金援助
不動産賃貸
役員の兼任

資金の貸付 3,312

貸付金
（CMS貸付金） 18,507

受取利息（注１） 156

経営指導料収入
（注２） 1,214

不動産賃貸料収入
（注３） 2,246

受取配当金収入
（注４） 7,061

子会社 九 州 東 邦 株 式 会 社 所有
間接 100.0

資金援助
役員の兼任

資金の預り
支払利息（注１）

△571
41

預り金
（CMS預り金） 5,374

子会社 株 式 会 社 セ イ エ ル 所有
間接 100.0

資金援助
役員の兼任

資金の預り
支払利息（注１）

6
109

預り金
（CMS預り金） 18,304

子会社 株式会社スクウェア・ワン 所有
直接 100.0 資金援助 ― 　―債務保証（注５） 4,063

子会社 株式会社ファーマみらい 所有
間接 100.0

資金援助 資金の預り
支払利息（注１）

2,462
68

預り金
（CMS預り金） 14,338

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．利率については、当社の規程に基づき、市中金利等を勘案し協議の上決定しております。なお、取引
金額は、期中の増減の純額を記載しております。

２．経営指導料収入は、経営指導に係る費用相当額に基づき決定しております。
３．不動産賃貸料収入は、近隣の取引実勢に基づき、協議の上決定しております。
４．受取配当金収入は、配当基準を設定し、それに基づき決定しております。
５．銀行借入につき、債務保証を行ったものです。
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９．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 2,275円25銭
（２）１株当たり当期純利益 145円29銭

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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